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市民の皆さんがまちづくりの主役です。議会で何が行われているのか、見て、聴いてください。

　傍聴は、議会の活動や市政の動きを知るチャンスです。
　本会議では、市民生活に関わるさまざまな決まりごとや問題について審議が行われています。また、
一般質問では、市長の考えを聞くことができます。
　今、まちづくりがどのように行われているのか、市民、議会、執行部（役所）みんなで情報を共有し、
協力してよりよいまちづくりを進めていくためにも、ぜひ傍聴にお越しください。

本会議の流れは

　　　次のとおりです

本会議とは、議会の会期中に全議員が議場に集まって開く会議の
ことです。定例会は年４回（３・６・９・12 月）、臨時会は必要
があるとき開かれます。
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）

傍聴席は 44席（先着順）です。事前の申
込みは不要、どなたでも傍聴できます。

議場は玉造庁舎にあります

●開　　会
●会期の決定
●提案理由の説明
●質　　疑
●討　　論
●採　　決
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般
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● 閉会中の所管事務調査
（閉会中も委員会活動が
できるようにします）
●閉　　会 施

策
の
実
施

市長

議会　行方市議会では、予算、決算、
請願などの議案を、常任委員会
や特別委員会に付託して審査を
行うことを通例としています。
　委員会に付託する場合は、こ
こで提案理由の説明のみを行い
ます。
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本会議 委員会

　委員会に付託された議案は、
本会議最終日に、審査を行っ
た委員会の委員長から審査の
経過や結果等について報告が
あります。その報告に対する
質疑が行われた後、討論、採
決を行います。
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① 行方市議会の場合、定例会では、開会日からおよそ３
日間にわたり、条例や補正予算などの審議が行われま
す。一般質問や委員会審査はその後行われます。

② ３月定例会は新年度の予算、９月定例会は前年度の決
算の審査が行われます。私たちの税金がどのように使
われるのか、また使われたのかがわかります。
　　
③一般質問の議員１人当たりの持ち時間は 90分。
　再質問から１問１答制となります。
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《委員会付託の場合》
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